
資料３

令和８年度
高齢者虐待防止に係る取組（案）

令和７年度 第２回松戸市虐待防止連携推進会議

令和８年２月３日（火）
地域包括ケア推進課



１．ネットワークの事業計画
◎普及啓発

・ パンフレットの配布による広報活動

・ ホームページやSNS（公式X、facebook、LINE）を活用して情報発信

・ パートナー講座やDVD貸出を通じた啓発活動の促進

・ 松戸市集団指導での、高齢者虐待防止に関する内容の説明

◎発生予防

・ 認知症サポーター養成講座や介護者のつどい等の活用による見守り体制の強化

◎連携強化

・ 地域個別ケア会議における権利擁護事例の検討

・ 地域包括ケア推進会議における権利擁護に関する地域課題の共有・検討

◎早期対応

・ 地域包括支援センターによる普及啓発活動の活用と情報連携

◎質の向上

・ 高齢者虐待防止マニュアルの改訂に向けた検討の実施

・ 日本高齢者虐待防止学会への参加による知見の習得

・ 地域包括支援センター等の新任職員向け研修での、高齢者虐待防止に関する内容の説明
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２．研修会等の開催予定
◎高齢者虐待防止 市民向け講演会の開催

高齢者虐待防止に関する正しい理解の促進と、広く市民への周知を目的として、市民向け講演

会を継続的に実施予定。講演会は、市内を３つの日常生活圏域（中央・小金・常盤平）に分けて開

催し、それぞれの地域で専門的知見を有する講師を招いて講演を実施予定。市民が虐待の早

期発見や相談につなげるための知識を得られるよう機会として、今後も計画的に取り組んで

いく。

◎高齢者虐待防止 専門職向け研修会の開催

養護者による虐待や、養介護施設従事者等による虐待について、専門職が正しい理解を深め、

虐待の兆候に気づくための「発見のアンテナ」を高めることを目的に、専門職向けの研修会を

年1回開催予定。研修では毎回のテーマを設定し、高齢者虐待の発生予防に向けた意識の向上

と、専門職としての資質向上を図る。また、こうした取組を通じて、高齢者の権利擁護の推進に

つなげていく。

◎パートナー講座の開催
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【会議の開催予定（案）】

地域ケア会議の枠組みを活用し虐待防止に係る事業（取組）の質の向上を図ることを予定

◎地域ケア会議

地域ケア会議は、主に５つの機能を果たしており、①個別課題解決機能、②ネットワーク構築機

能、③地域課題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能があります。

地域ケア会議は、９つのテーマをもとに、高齢者の個別支援の充実とそれを支える地域基盤の

整備を同時に進め、地域包括ケアシステムの実現を目指す会議体です。

テーマの１つに「権利擁護」があり、権利擁護の中でも虐待（疑いも含）の課題に関しては、地域

ケア会議にて報告・検討がなされ、市レベルの地域課題を整理し、高齢者虐待防止ネットワーク

会議にて事業計画の検討に繋げます。

◎高齢者虐待防止ネットワーク会議

高齢者虐待防止ネットワーク会議は、高齢者虐待防止ネットワーク事業の実施報告および事業

計画の検討する会議体です。

また、必要に応じて、高齢者虐待防止マニュアルの見直しや改訂をはじめとした、虐待防止等の

事業に関する協議も行い、市全体での対応体制の強化と質の向上を図っていきます。
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【会議の開催予定（案）】

タイトル 頻度 内容 メンバー

中央圏域 判定会 毎月１回
・新規ケースの虐待有無の判断
・虐待対応終結の判断
・セルフネグレクトケース受理報告、終結の判断

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

常盤平圏域 判定会 毎月１回
・新規ケースの虐待有無の判断
・虐待対応終結の判断
・セルフネグレクトケース受理報告、終結の判断

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

小金圏域 判定会 毎月１回
・新規ケースの虐待有無の判断
・虐待対応終結の判断
・セルフネグレクトケース受理報告、終結の判断

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

中央圏域
個別事例検討会

毎月１回
・支援困難事例の対応検討
・高齢者虐待および高齢者虐待に準じる事例検討

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

常盤平圏域
個別事例検討会

毎月１回
・支援困難事例の対応検討
・高齢者虐待および高齢者虐待に準じる事例検討

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

小金圏域
個別事例検討会

毎月１回
・支援困難事例の対応検討
・高齢者虐待および高齢者虐待に準じる事例検討

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

レビュー会議
（包括ごとに月１回）

毎月１回 ・虐待対応事例の支援状況確認
地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員

コアメンバー会議 随時 ・緊急性の高い虐待事案の検討

地域包括ケア推進課職員
地域包括支援センター職員
※必要に応じて、医療・権利擁護
アドバイザーに参加を要請
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